
議案第８７号 

 

三田市暴力団排除条例の一部を改正する条例の制定について 

 

三田市暴力団排除条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

平成２４年１０月２３日提出 

 

三田市長 竹 内 英 昭    

 



三田市条例第  号 

 

三田市暴力団排除条例の一部を改正する条例 

 

三田市暴力団排除条例（平成２４年三田市条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第３号ア中「法第９条第１５号」を「法第９条第２１号」に改め、同条第

４号中「法第３２条の２」を「法第３２条の３」に改める。 

付 則 

この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する

法律（平成２４年法律第５３号）の施行の日（当該日がこの条例の公布の日の前で

あるときは、公布の日）から施行する。 


